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年
金
制
度
改
革
は

　
　
　
な
ぜ
必
要
か

　
国
民
年
金
は
、
今
年
四
月
か
ら
公
的

年
金
制
度
の
土
台
と
し
て
国
民
に
共
通

の
基
礎
年
金
を
支
給
し
、
長
期
的
に
安

定
し
た
制
度
に
改
正
さ
れ
ま
し
た
。

　
い
ま
、
日
本
で
は
諸
外
国
に
例
を
み

な
い
速
さ
で
高
齢
化
社
会
へ
と
進
ん
で

い
ま
す
。
こ
れ
は
世
界
に
誇
る
よ
ろ
こ

ば
し
い
こ
と
で
す
が
、
反
面
、
老
後
の

生
活
保
障
や
安
心
し
て
暮
ら
し
て
ゆ
け

る
よ
う
に
、
同
時
に
考
え
て
ゆ
か
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
そ
こ
で
、
国
民
年
金
制
度
は
、
今
後

ま
す
ま
す
重
要
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

　
こ
の
制
度
は
、
現
役
の
世
帯
（
保
険
料

を
負
担
す
る
世
帯
）
と
老
齢
世
帯
（
受
給

者
）
と
の
社
会
的
な
助
け
あ
い
の
仕
組

み
に
よ
り
維
持
し
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。

　
と
こ
ろ
が
、
わ
が
国
の
年
金
制
度
は
、

そ
の
沿
革
や
、
対
象
者
の
職
場
の
違
い

か
ら
種
類
・
制
度
が
い
く
つ
か
に
分
か

れ
て
お
り
、
そ
の
運
用
が
将
来
不
安
定

に
な
っ
て
く
る
制
度
も
で
て
き
ま
す
。

　
こ
れ
ら
の
公
的
年
金
制
度
は
、
国
民

の
老
後
の
生
活
設
計
に
今
後
ま
す
ま
す

大
き
な
影
響
を
与
え
る
も
の
で
す
か
ら
、

長
期
的
に
安
定
し
た
、
国
民
全
体
が
頼

れ
る
制
度
に
し
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。

　
今
回
の
改
正
目
的
は
、
そ
の
基
盤
を

整
備
す
る
こ
と
に
あ
り
ま
し
た
。

国
民
年
金
に
加
入
す
る

　
　
　
人
の
範
囲
が
拡
大

★
国
民
年
金
に
加
入
す
る
人
と
は
、
’

　
旧
法
で
は
、
国
民
年
金
以
外
の
公
的

年
金
制
度
に
加
入
し
て
い
な
い
二
十
歳

以
上
六
十
歳
未
満
の
人
が
国
民
年
金
に

加
入
し
て
い
ま
し
た
。

新
法
で
は
、
厚
生
年
金
保
険
や
共
済
組

合
の
組
合
員
と
そ
の
配
偶
者
も
二
十
歳

以
上
六
十
歳
未
満
の
人
は
す
べ
て
加
入

す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

★
国
民
年
金
の
被
保
険
者
は

　
　
第
響
芳
被
保
険
者

　
日
本
国
内
に
住
所
の
あ
る
農
業
、
自

営
業
者
。
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
で
あ
っ
て
も

厚
生
年
金
保
険
等
に
加
入
し
て
い
な
い

人
で
二
十
歳
以
上
六
十
歳
未
満
の
人
。

　
　
第
二
号
被
保
険
者

　
厚
生
年
金
保
険
な
ど
の
被
用
者
年
金

制
度
に
加
入
し
て
い
る
人
を
い
い
ま
す
。

つ
ま
り
会
社
や
役
所
、
学
校
あ
る
い
は

法
人
等
に
勤
め
て
い
る
サ
ラ
リ
ー
マ
ン

は
自
動
的
に
厚
生
年
金
保
険
や
共
済
組

’
合
に
加
入
し
ま
す
が
、
同
時
に
国
民
年

金
に
も
加
入
し
ま
す
．

　
　
第
叢
号
被
保
険
者

　
厚
生
年
金
保
険
な
ど
の
被
用
者
年
金

制
度
に
加
入
し
て
い
る
人
（
第
二
号
被

保
険
者
）
に
扶
養
さ
れ
て
い
る
紀
偶
者

で
二
十
歳
以
上
六
十
歳
未
満
の
人
を
い

い
ま
す
。
同
じ
配
偶
者
で
も
本
人
に
所

得
が
あ
り
主
人
の
扶
養
に
な
れ
な
い
人

の
場
合
に
は
第
一
号
被
保
険
者
と
な
り

ま
す
。

　
※
第
三
号
被
保
険
者
の
加
入
に
は
、

　
市
民
生
活
課
年
金
係
に
届
け
出
の
必

　
要
が
あ
り
ま
す
。

利用してください
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保
険
料
の
納
付

　
　
※
定
額
保
険
料

　
　
　
一
ヵ
月
…
七
、
一
〇
〇
円

　
　
※
付
加
保
険
料

　
　
　
一
ヵ
月
…
…
四
〇
〇
円

　
納
付
方
法
は
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す

が
、
十
日
町
市
で
は
、
ほ
と
ん
ど
の
町

内
に
国
民
年
金
委
員
（
納
付
組
織
）
が

あ
り
、
月
末
に
な
る
と
加
入
者
の
家
へ

訪
問
徴
収
を
し
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

　
そ
の
他
、
預
金
口
座
か
ら
の
「
振
替

納
付
」
も
便
利
で
す
。

　
納
め
忘
れ
も
な
く
、
金
融
機
関
へ
出

向
く
必
要
も
あ
り
ま
せ
ん
。
手
続
き
は

預
金
口
座
の
あ
る
金
融
機
関
の
窓
口
で

し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
毎
月
の
預
金
残

高
の
確
認
を
お
忘
れ
な
く
。
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［⊥一

改
正
の
基
本
目
標
は

　
　
　
三
本
の
柱
か
ら

ノ細
．
魏

1
制
度
全
体
の
再
編
成

　
…
…
基
礎
年
金
の
導
入

　
会
社
や
工
場
で
働
い
て
い
る
厚
生

年
金
保
険
等
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
と
そ

の
配
偶
者
も
、
す
べ
て
国
民
年
金
に

加
入
し
厚
生
年
金
保
険
と
国
民
年
金

に
共
通
し
た
”
基
礎
年
金
”
を
受
け

ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

H
受
給
額
と
保
険
料
の
バ
ラ
ン
ス
を

　
将
来
の
年
金
受
給
額
の
水
準
を
、

現
役
で
働
い
て
い
る
人
た
ち
の
所
得

や
保
険
料
負
担
と
バ
ラ
ン
ス
が
と
れ

る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
で
す
。

㎜
女
性
の
年
金
権
命
確
立

　
こ
れ
ま
で
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
奥
さ

ん
は
、
国
民
年
金
に
任
意
加
入
で
よ

か
っ
た
の
で
す
が
、
今
後
は
必
ず
加

入
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

将
来
は
全
員
が
確
実
に
基
礎
年
金
を

受
け
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
も

の
で
す
。

基
礎
年
金
は

　
　
　
三
　
種
類

　
基
礎
年
金
に
は
、
つ
ぎ
の
三
種
類
が

あ
り
ま
す
。

①
老
齢
基
礎
年
金

②
障
害
基
礎
年
金

③
遺
族
基
礎
年
金

基
礎
年
金
と
は

　
今
ま
で
は
自
営
業
（
商
業
や
農
業
な

ど
）
を
営
ん
で
い
る
人
は
、
み
ん
な
が

国
民
年
金
に
加
入
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
で
し
た
。

　
一
方
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
は
職
場
の
厚

生
年
金
保
険
や
共
済
組
合
の
み
で
よ
か

っ
た
の
で
す
が
、
新
制
度
で
は
そ
の
ほ

か
に
国
民
年
金
に
同
時
加
入
す
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。

　
い
わ
ば
”
二
階
建
て
の
加
入
”
と
な

り
、
全
員
が
国
民
年
金
に
加
入
す
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
国
民
年
金
が
受

け
も
つ
年
金
の
名
称
を
「
基
礎
年
金
」

と
い
い
ま
す
。刃

（
・
」

　
）

（
・
ノ

＾
．
》
〉

（
　
．

f君

．
鶯

⑫
⑳
基
礎
年
金

　
日
法
で
は
「
老
齢
年
金
・
通
算
老
齢

年
金
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
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新
法
が
実
施
さ
れ
た
昭
和
六
十
一
年

四
月
一
日
に
、
六
十
歳
未
満
の
人
（
大

正
十
五
年
四
月
二
日
以
後
に
生
ま
れ
た

人
）
が
対
象
に
な
り
ま
す
。

　
保
険
料
を
納
め
た
期
間
と
免
除
さ
れ

た
期
間
を
合
わ
せ
て
二
十
五
年
以
上
あ

る
人
が
六
十
五
歳
に
な
っ
た
と
き
か
ら

受
給
で
き
ま
す
。

　
年
金
額
…
…
年
額
六
二
二
、
八
O
O

円
（
月
額
五
一
、
九
〇
〇
円
）
と
な
り

ま
す
。
た
だ
し
、
こ
の
額
は
二
十
歳
か

ら
六
十
歳
ま
で
の
四
十
年
間
す
べ
て
保

険
料
を
納
め
た
場
合
で
す
。
こ
の
間
い

ろ
い
ろ
な
原
因
で
納
め
た
期
間
が
四
十

年
に
不
足
す
る
と
き
は
、
不
足
期
間
に

応
じ
、
受
け
と
る
額
が
減
額
さ
れ
ま
す
。

　
受
給
資
格
期
間

　
国
民
年
金
制
度
が
発
足
し
た
の
が
昭

和
三
十
六
年
四
月
一
日
で
す
か
ら
、
そ

の
と
き
す
で
に
二
十
歳
以
上
の
人
（
昭

和
十
六
年
四
月
一
日
以
前
に
生
れ
た
人
）

は
六
十
歳
ま
で
に
四
十
年
間
の
加
入
期

間
を
満
た
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
（
表

1
）　

ま
た
、
当
時
三
十
一
歳
以
上
の
人

（
昭
和
五
年
四
月
一
日
以
前
に
生
れ
た

人
）
は
、
六
十
歳
ま
で
に
二
十
五
年
の

資
格
期
間
を
満
た
す
こ
と
が
困
難
な
場

合
も
あ
り
ま
す
の
で
、
期
間
短
縮
の
特

例
が
あ
り
ま
す
。
　
（
表
2
）

（表1）加入可能年数（表2）受給資格期問短縮の特例

生 年 月 日
加入可能
年　　数

大正15年4月 2日～昭和2年4月1 H 25　年

昭和2 4 2 ～ 3 4 1 26

3 4 2 ～ 4 4 1 27

4 4 2 ～ 5 4 1 28

5 4 2 ～ 6 4 1 29

6 4 2 ～ 7 4 1 30

7 4 2 ～ 8 4 1 31

8 4 2 ～ 9 4 1 32

9 4 2 ～ 10 4 1 33

10 4 2 ～ 11 4 1 34

11 4 2 ～ 12 4 1 35

12 4 2 ～ 13 4 1 36

13 4 2 ～ 14 4 1 37

14 4 2 ～ 15 4 1 38

15 4 2 ～ 16 4 1 39

16 4 2 以後 40

生 年 月 日 期　間

大1臼5年4月2日～昭和2年4月1日 21　年

昭和2 4 2 ～ 3 4 1 22

3 4 2 ～ 4 4 1 23

4 4 2 ～ 5 4 1 24

　＊老齢基礎年金額の計算式＊

　　　　　（縮月蒙）＋（臨蒙）晴

622。800円×
昭和61年度価格〕　　（加入可能年数）X12

㊧
e
基
礎
年
金

　
旧
法
で
は
コ
障
害
年
金
・
障
害
福
祉

年
金
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
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国
民
年
金
に
加
入
し
て
い
る
期
間
に

病
気
や
ケ
ガ
を
し
て
障
害
者
に
な
っ
た

と
き
に
こ
の
障
害
基
礎
年
金
が
受
給
で

き
ま
す
。

　
た
だ
し
、
初
め
て
医
帥
に
か
か
っ
た

と
き
ま
で
に
加
入
期
間
の
三
分
の
二
以

上
は
保
険
料
を
納
め
て
お
く
こ
と
が
条

件
と
な
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
滞
納
が

な
い
こ
と
が
必
要
で
す
。

　
年
金
額
－
…
・
障
害
基
礎
年
金
の
額
は

加
入
期
間
に
関
係
な
く
定
額
で
、
障
害

等
級
の
丁
二
級
の
人
が
対
象
と
な
り

ま
す
。
　
（
国
で
定
め
た
障
害
認
定
基
準

で
判
定
さ
れ
ま
す
）

｝
級
1
1
年
額
　
七
七
八
、
五
〇
〇
円

二
級
一
年
額
　
六
一
＝
一
、
八
○
○
円

（
一
級
該
当
者
の
受
給
額
は
二
級
の
人

の
一
・
二
五
倍
の
額
と
な
り
ま
す
）

　
“
さ
ら
に
加
算
額
が
あ
り
ま
す
”

　
条
件
と
し
て
、
そ
の
人
に
扶
養
さ
れ

て
い
る
十
八
歳
未
満
の
子
ま
た
は
二
十

歳
未
満
で
一
・
二
級
の
障
害
の
あ
る
子

が
い
る
と
き
は
、
つ
ぎ
の
額
が
本
人
の

受
給
額
に
加
算
さ
れ
ま
す
。
　
（
表
3
）

2



（表3）子の加算額

加算対象の子 加算額

1人目・2人目（1人につき）

3人目以降（1人につき）

各186．800円

（月額15，567円）

各　62，300円

（月額5，192円）

※20歳前にお医者さんにかかっ

　て障害者として診断され、そ

　の人が20歳になったときから

　障害基礎年金が支給されるよ

　うになりました。

㊤
㊧
基
礎
年
金

　
旧
法
で
は
「
田
子
年
金
・
準
田
子
年

金
・
遺
児
年
金
し
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し

た
。

ヘ
ロヘ

」

、

　
　
　
　
　
　
　
～

　
　
　
　
　
　
　
⊂

　
　
　
　
　
ノ
　
　
、

　
こ
の
年
金
を
受
け
ら
れ
る
人
は
、
死

亡
し
た
夫
ま
た
は
父
の
収
入
で
生
活
し

て
い
た
つ
ぎ
の
人
が
該
当
し
ま
す
。

①
死
亡
し
た
人
の
妻
で
、
十
八
歳
未
満

の
子
、
ま
た
は
二
十
歳
未
満
の
障
害
の

あ
る
子
と
生
活
し
て
い
る
人
。

②
死
亡
し
た
人
の
子
で
、
十
八
歳
未
満

ま
た
は
二
十
歳
未
満
の
障
害
の
あ
る
子
。

　
年
金
額
…
…
年
額
六
二
二
、
八
○
○

円
（
月
額
五
一
、
九
〇
〇
円
）
に
、
子

の
人
数
に
よ
り
加
算
さ
れ
た
額
と
な
り

ま
す
。
ま
た
、
残
さ
れ
た
子
に
支
給
さ

れ
る
額
も
六
二
二
、
八
O
O
円
で
す
が
、

や
は
り
人
数
に
よ
り
加
算
さ
れ
て
い
ま

す
。
　
（
表
4
）

（表4）

妻に支給される遺族基礎年金の額

基本額 加算額 合　　計

ゴ・が1人のとき 622，800円 186，800円 8（、19，600円

ゴーが2人のとき 622，800円 373，600円 996，400円

ゴ・が3人のとき 622．800円 435，900円 1，058，700円

（1主）　3八目以降は1人につき62，300円か加算されます

子に支給される遺族基礎年金の額

基本額 加算額 合　　計 1入’1、た

り支給額
f・が1入のとき 622，800円 622．800円 622，8〔）0円　　『

f・か2人のとき 622．800円 186，8〔）0円 809．600円 404．800円

f・か3人のとき 622，800円 249，100円 871，900円 290．633円

い
ま
ま
で
の
遺
族
年
金
と

新
し
い
遺
族
年
金
の
ち
が
い

（ラ主）　3人目以降は1人，につき62。31）0円か加算されます

※
旧
法
…
…
死
亡
し
た
夫
が
国
民
年
金

　
に
加
入
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
関
係

　
な
く
、
受
給
す
る
妻
自
身
が
国
民
年

金
の
加
入
者
で
な
け
れ
ば
受
け
ら
れ

　
ま
せ
ん
で
し
た
。
さ
ら
に
一
年
以
上

保
険
料
を
納
付
し
て
い
る
か
、
免
除

　
の
期
間
で
満
た
さ
れ
て
い
る
か
な
ど

　
の
条
件
が
必
要
で
し
た
。

※
新
法
で
は
…
…
夫
が
国
民
年
金
に
加

　
入
し
て
い
る
間
に
死
亡
し
た
場
合
に

　
支
給
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
た

　
だ
し
死
亡
し
た
夫
が
加
入
期
間
の
三

分
の
二
以
上
保
険
料
を
納
め
て
あ
る

　
こ
と
が
必
要
条
件
と
な
り
ま
す
。
さ

　
ら
に
加
入
期
間
の
長
短
に
は
関
係
な

　
く
、
加
入
直
後
に
死
亡
し
た
と
き
で

　
も
該
当
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

国
民
年
金
の

⑳
◎
㊥
⑤

新
制
度
に
移
行
し
て
も
、
国
民
年
金

の
独
自
な
給
付
と
し
て
残
る
も
の
に
、

つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま
す
、

鷲
）
宙

付
加
年
金

　
毎
月
の
保
険
料
の
ほ
か
に
月
額
四

〇
〇
円
の
付
加
保
険
料
（
上
の
せ
し

て
納
め
る
保
険
料
）
を
納
め
た
期
間

に
つ
い
て
、
そ
の
半
分
の
二
〇
〇
円

の
額
が
老
齢
基
礎
年
金
を
受
け
る
と

き
に
加
算
さ
れ
て
き
ま
す
。
こ
れ
は

旧
法
で
は
強
制
加
入
か
任
意
加
入
か

に
関
係
な
く
納
め
た
い
人
が
自
由
に

納
め
て
、
こ
の
付
加
年
金
を
受
け
る

　
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　
※
で
は
＼
新
制
度
か
ら
は
ど
う
な
つ

た
で
し
ょ
う
か
…
…

　
　
自
営
業
者
な
ど
（
第
一
号
被
保
険

者
）
だ
け
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な

　
り
、
厚
生
年
金
保
険
や
共
済
組
合
等

　
の
加
入
者
（
第
二
号
被
保
険
者
）
に
は

　
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
　
こ
の
た
め
昭
和
六
十
一
年
三
月
ま

　
で
（
旧
法
）
任
意
加
入
を
し
て
い
た

　
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
奥
さ
ん
の
ほ
と
ん

ど
は
、
新
制
度
で
は
こ
の
付
加
保
険

料
を
納
め
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り

ま
し
た
が
、
い
ま
ま
で
納
め
て
い
た

だ
い
た
月
数
分
の
付
加
保
険
料
は
受

給
す
る
と
き
に
加
算
さ
れ
て
き
ま
す
。

寡
婦
年
金

　
　
旧
法
で
は
、
老
齢
年
金
を
受
給
で

　
き
る
期
間
を
満
た
し
て
い
た
夫
に
扶

養
さ
れ
て
い
て
、
死
亡
し
た
と
き
ま

　
で
に
引
き
つ
づ
き
十
年
以
上
の
婚
姻

期
間
が
あ
っ
た
妻
に
、
六
十
歳
か
ら

　
六
十
五
歳
ま
で
の
五
年
間
支
給
さ
れ

　
ま
し
た
。

　
※
で
は
、
新
制
度
か
ら
は
ど
う
な
つ

　
た
で
し
よ
う
か
：
…

　
　
新
制
度
で
も
、
第
一
号
被
保
険
者

　
と
し
て
保
険
料
を
納
め
た
期
間
が
、

受
給
で
き
る
資
格
期
間
（
二
十
五
年

　
以
上
）
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ま
で

　
と
同
じ
く
妻
に
こ
の
寡
婦
年
金
が
支

給
さ
れ
ま
す
。

年
金
額
…
…
旧
法
で
は
夫
が
受
給
で

　
き
る
は
ず
の
老
齢
年
金
の
二
分
の
一

　
で
し
た
が
、
新
制
度
で
は
四
分
の
三

　
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。

死
亡
一
時
金

　
旧
法
で
は
、
保
険
料
を
三
年
以
上

納
め
た
人
が
、
老
齢
年
金
・
障
害
年

金
、
母
子
（
準
母
子
）
年
金
等
の
い

ず
れ
も
受
給
し
な
い
ま
ま
死
亡
し
た

場
合
に
、
そ
の
な
く
な
っ
た
人
と
生

活
し
て
い
た
妻
、
子
供
、
父
母
、
孫

祖
父
母
、
兄
弟
姉
妹
に
支
給
さ
れ
て

い
ま
し
た
。

※
で
は
＼
新
制
度
か
ら
は
ど
う
な
つ

た
で
し
ょ
う
か
…
…

　
新
制
度
で
も
、
第
一
号
被
保
険
者

と
し
て
保
険
料
を
三
年
以
上
納
め
て

き
た
人
が
、
老
齢
基
礎
年
金
や
障
害

基
礎
年
金
等
を
受
け
な
い
ま
ま
死
亡

し
た
場
合
に
支
給
さ
れ
ま
す
。
一
時

金
の
額
は
つ
ぎ
の
と
お
り
で
す
。

（
表
5
）

（表5）

保険料を納めた期間 改正前 改正後

3年以L20年未満 23，000円｝1・（）・…円

20年以L25年未満 28，000円

25年以L30年未満 36，000円 126，500円

30年以B5年未満 44，000円 160，000円

35年以L40年未満 52，000円 200，000円

20歳になったら国民年金

※付加年金を3年以上納めてい

　た場合には、上記の金額に

　8，500円が加算されて支給さ

　れます。

　
　
02

舜

馨翼　
　
　
　
　
！

　
　
　
物
魁

　
　
　
　
侮

3

「｝



！

年金を受けている人

老
齢
基
礎
年
金

障
害
基
礎
年
金

遺
族
基
礎
年
金

o老齢基礎年金
　　　5，781人
　（年額1，637，914千円）

o障害基礎年金
　　　　209人
　（年額145，329千円）

o遺族基礎年金
　　　　106人
　（年額71，240千円）

年金吻入している人

　
者
）

号
険
％

1
保
47

第
被
（

’第3号

被保険者
＼（13％）

　
者
）

号
険
％

2
保
4
0

第
被
（

グラフ

　十日田

團國

O第1号被保険者（農業・自営業）
　　　（　　　男　5，136人
　　　女　4，965人

　　　計10，101人
O第2号被保険者（サラリーマン）

　　　（　　　男　5，188人
　　　女　3，473人

　　　計8，661人
O第3号被保険者（サラリーマンの奥さん）

　　　　　2，706人

、
秘
　
　
身

　
b

夢
．
》
瀕1

『

〆

々

舞箋莚
駅｝〆
　　　《ン

0
’
・
　
．

・
ぐ
）

ゆ
ロ。

（
）

”

汐。

ノ川

満
額
年
金
を
受
け
よ
う

減額される割合と年金額
こんなに減額されます

65歳

虞画塑　老齢基礎年金額

ン罪章65歳 i622，800

5
、11％ 64歳　　　　1554，300

　　　　　　9
、20％ 63歳　　　i498，200

一28％ 62歳　　　　　　　　　i448，400

一35％ 61歳
1404，800
：

一42％60歳　　　　　　　　　　　　　i361，200

袈
）

　
老
齢
基
礎
年
金
の
支
給
開
始
は
六
十

五
歳
か
ら
で
す
。
た
だ
し
、
本
人
が
希
望

す
れ
ば
、
六
十
歳
か
ら
で
も
繰
上
げ
て

年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
し

か
し
、
こ
の
場
合
の
年
金
額
は
大
幅
に

減
額
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

気
を
つ
け
て
く
だ
さ
い
！

　
　
繰
上
げ
請
求
を
す
る
と
き

①
繰
上
げ
を
し
た
年
金
は
減
額
さ
れ
ま

す
。
そ
の
減
額
は
生
涯
つ
づ
き
ま
す
。

②
六
十
歳
か
ら
六
十
五
歳
ま
で
受
け
る
、

特
別
支
給
の
老
齢
厚
生
年
金
（
厚
生
年

金
に
加
入
し
た
こ
と
の
あ
る
人
は
、
そ

の
加
入
期
間
に
み
あ
っ
た
老
齢
厚
生
年

金
が
支
給
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

す
）
が
受
け
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
い

ま
す
。

③
繰
上
げ
請
求
を
し
て
し
ま
う
と
、
請

求
の
取
消
し
は
出
来
ま
せ
ん
。

④
年
金
は
、
請
求
し
た
月
の
翌
月
分
か

ら
支
給
さ
れ
ま
す
。
　
（
年
四
回
に
分
け

指
定
さ
れ
た
口
座
に
振
込
ま
れ
ま
す
）

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
奥
さ
ん

国民年金の手続き

はすみましたか

□
鯉
癖

　
　
丹

　
今
年
四
月
一
日
か
ら
、
新
制
度
が
ス

タ
ー
ト
し
ま
し
た
が
、
会
社
や
官
庁
等

に
勤
め
て
い
る
人
に
扶
養
さ
れ
て
い
る

配
偶
者
、
つ
ま
り
専
業
主
婦
の
人
は
第

三
号
被
保
険
者
と
な
り
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
人
た
ち
は
、
い
ま
ま
で

に
ほ
と
ん
ど
手
続
き
を
す
ま
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
が
、
ま
だ
一
部
の
人
が
未

届
け
で
残
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

こ
の
届
け
出
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

本
人
が
保
険
料
を
納
め
る
必
要
も
な
く
、

ま
た
ご
主
人
の
保
険
料
が
高
く
な
る
こ

と
も
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
ご
安
心
く
だ
さ

い
。

　
む
し
ろ
届
け
出
を
し
な
い
で
い
る
と
、

将
来
年
金
が
受
け
ら
れ
な
く
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

㊧
　
二

回
税

★
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
人
は
十
二
月
の

　
　
所
得
税
の
年
未
調
整
の
と
き

★
農
業
・
自
営
業
等
の
人
は
二
月
十

　
　
六
日
か
ら
三
月
十
五
日
ま
で
の
間

　
　
に
行
う
所
得
税
確
定
申
告
の
と
き

所
得
か
ら
控
除
さ
れ
る
額
は

①毎月

納
付
者

　
　
定
額
　
八
四
、
一
二
〇
円

　
　
定
付
　
八
八
、
九
二
〇
円

②
前
納
者
（
前
年
か
ら
の
前
納
者
）

　
　
定
額
　
八
三
、
一
四
〇
円

　
　
定
付
　
八
七
、
八
二
〇
円

③
前
納
者
（
六
十
一
年
四
月
か
ら
）

　
　
定
額
　
一
〇
三
、
三
六
〇
円

　
　
定
付
　
一
〇
九
、
二
四
〇
円

㊧
定
付
と
は
付
加
年
金
の
加
入
者

　
　
　
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
璽
曇
　
　
　
　
　
　
　
　
，
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ご
く
ろ
う
さ
ま
で
す
。
年
金
委
員
さ

ん
－
ー
市
内
で
二
百
二
十
六
人
の
方
に

お
願
い
し
て
い
ま
す
、
、
委
員
の
み
な
さ

ん
か
ら
は
保
険
料
の
徴
収
の
ほ
か
に
、

年
金
相
談
や
各
種
連
絡
を
し
て
い
た
だ

い
て
い
ま
す
．

4


